
左
表
の
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
関
係
の
事
業

を
実
施
す
る
団
体
に
助
成
し
ま
す
。
体
育

課
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
書
い

て
、
５
月
25
日
(月)
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

ま
た
、
国
体
、
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
な
ど
各

種
全
国
大
会
へ
出
場
す
る
団
体
、
個
人
に

激
励
金
を
さ
し
あ
げ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
に
つ
い
て
は
、
全
国
、
東
北
大

会
の
出
場
経
費
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

体
育
課
q
(66)
２
２
４
７

秋
田
市
で
は
毎
年
、
芸
術
・
学
術
の
分

野
で
活
発
な
創
作
活
動
を
行
い
、
優
秀
な

作
品
を
発
表
す
る
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
業
績

を
あ
げ
た
か
た
に
文
化
選
奨
を
お
贈
り
し

て
い
ま
す
。
秋
田
市
民
ま
た
は
秋
田
市
を

拠
点
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
団
体
が
、
平

成
９
年
４
月
〜
平
成
10
年
３
月
の
間
に

創
作
、
発
表
、
刊
行
し
た
作
品
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

推
薦
方
法
な
ど
詳
し
く
は
文
化
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
推
薦
の
締
め

切
り
は
５
月
８
日
(金)
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

文
化
課
q
(66)
２
２
４
６

13
歳
〜
18
歳
の
市
民
を
対
象
に
、
姉

妹
都
市
の
ロ
シ
ア
・
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
市

に
派
遣
す
る
青
少
年
を
10
人
募
集
し
ま

す
。
派
遣
時
期
は
７
月
25
日
(土)
か
ら
８

月
２
日
(日)
ま
で
。
自
己
負
担
は
約
６
万

円
で
す
。
実
施
要
領
を
さ
し
あ
げ
て
い
ま

す
の
で
、
必
ず
読
ん
で
か
ら
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
派
遣
す
る
か
た
は
５
月
18

日
(月)
に
、
公
開
抽
選
で
決
定
し
ま
す
。

●
申
し
込
み

５
月
11
日
(月)
ま
で
国
際

交
流
課
q
(66)
２
０
３
３

地
域
の
み
な
さ
ん
で
、
県
道
や
市
道
の

歩
道
に
あ
る
「
植
樹
ま
す
」
に
花
を
植
え

て
み
ま
せ
ん
か
。市
都
市
建
設
公
社
で
は
、

そ
の
費
用
を
助
成
し
ま
す
。
３
人
以
上
で

「
フ
ラ
ワ
ー
ミ
ニ
パ
ー
ク
の
会
」
を
作
っ

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
植
樹
ま
す
の

面
積
は
、
合
計
で
10
㎡
以
上
と
し
ま
す
。

助
成
額
／
10
㎡
当
た
り
年
間
１
万
円

以
内
。
そ
れ
以
上
は
１
㎡
ご
と
に
千
円
以

内
を
加
算
。

●
申
し
込
み

５
月
29
日
(金)
ま
で
市
都

市
建
設
公
社
q
(63)
４
７
３
１

平
成
10
年
度
軽
自
動
車
税
の
納
税
通

知
書
は
５
月
１
日
(金)
に
発
送
し
ま
す
が
、

心
身
に
障
害
の
あ
る
か
た
の
た
め
に
、
障

害
の
程
度
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
減
免
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
減
免
と
な
る
の
は

１
人
１
台
限
り
で
す
。申
請
と
ご
相
談
は
、

５
月
25
日
(月)
ま
で
市
民
税
課
へ
ど
う
ぞ
。

な
お
、
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
県
税
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
q
(66)
２
０

５
４
　
県
税
事
務
所
q
(60)
３
３
３
１

次
の
都
市
計
画
道
路
の
事
業
計
画
が
変

更
さ
れ
ま
し
た
。
関
係
図
書
は
都
市
計
画

課
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
道
路
＝
明
田
外
旭
川
線(

手
形
山
崎

町
・
住
吉
町
・
学
園
町
・
田
中
町)

、
通

町
線(

保
戸
野
通
町
、
大
町
一
丁
目
、
千

秋
矢
留
町
・
明
徳
町)

の
事
業
施
行
期
間

の
変
更

●
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
q
(66)
２

１
５
２

秋
田
駅
西
北
地
区
土
地
区
画
整
理
審
議

会
委
員
補
欠
選
挙
に
伴
い
、
所
有
権
者
の

選
挙
人
名
簿
を
お
見
せ
し
ま
す
。
選
挙
日

は
６
月
28
日
(日)
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

縦
覧
日
時
／
５
月
７
日
(木)
か
ら
20
日

(水)
ま
で
毎
日
、
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
　
縦
覧
場
所
／
秋
田
駅
東
地

区
土
地
区
画
整
理
工
事
事
務
所(

手
形
字

山
崎
44
―
３)

●
問
い
合
わ
せ

駅
東
工
事
事
務
所
q

(34)
２
２
０
４

秋
田
市
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格

(

土
木
工
事
業)

が
あ
り
、
休
日
や
夜
間
の

緊
急
小
破
修
繕
に
も
迅
速
に
対
応
で
き
る

事
業
者
を
対
象
に
開
き
ま
す
。

と
き
／
４
月
28
日
(火)
午
後
１
時
〜
１
時

30
分
　
と
こ
ろ
／
八
橋
の
下
水
道
終
末

処
理
場
２
階
会
議
室

●
問
い
合
わ
せ

下
水
道
部
維
持
課
q

(64)
１
８
６
６
　

�

市役所からの�

INFORMATION

ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め
の

事
業
や
活
動
に
助
成
し
ま
す

秋
田
駅
西
北
区
画
整
理
の

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

都
市
計
画
を
お
見
せ
し
ま
す

歩
道
の
植
樹
ま
す
の

花
植
え
に
助
成
し
ま
す

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
市
に

派
遣
す
る
青
少
年
を
募
集

秋
田
市
文
化
選
奨
候
補
者
を

推
薦
し
て
く
だ
さ
い

下
水
道
管
路
の
小
破
修
繕
に

関
す
る
業
者
説
明
会

障
害
者
の
か
た
の

軽
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す

５月４日(月)・５日(火)の祝日
は、「もやせるごみ」「資源化物」
の収集を休みます。
御所野事業所の一般車両のご

み受け入れも休みます。ご了承
ください。

ごみ収集を休みます

●問い合わせ 環境業務課
q(63)６６３１

３歳未満のお子さんを養育しているかたは、児童手当を受けることができます。
右の受給資格に該当するかたは、市民課、土崎・新屋支所で手続きをしてください。
公務員は勤務先への申請となります。手当は６月分から受けられます。

第一子５千円、第二子５千円、第三子以降１万円
５月１日(金)から29日(金)まで、市民課５番窓口、土崎支所、新屋支所
①印鑑　②申請者名義の金融機関の口座番号(市内の本・支店のもの、
郵便局は除く) ③厚生年金の加入者は年金手帳と健康保険証　④共済
の加入者は健康保険証。ただし、共済に加入していながら政府管掌［社
会保険事務所］健康保険に該当しているかたは加入者証も必要

厚生年金などを脱退したら至急、届け出を
すでに児童手当を受けているかたには、６月中に現況届を提出していただきます。

詳しくは６月上旬に直接通知します。会社を退職するなどして厚生年金などをやめ
たときは受給資格がなくなりますので届け出が必要です。この届け出が遅れると、
さかのぼって支給金を返還していただくことになりますので、年金の加入状況に変
更がありましたら、至急お問い合わせください。

市民課総務担当q(66)２０７２

老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合　１人につき６万円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除がある場合 控除相当額
申請者が老年者、勤労学生、寡婦(夫)、特定寡婦の場合 寡婦(夫)・勤労学生27万円

老年者50万円　特定寡婦35万円
申請者または扶養親族中に障害者、特別障害者がいる場合 １人につき(障)27万円、(特障)35万円

０人 160.9万円

１人　　　　190.9万円　

２人　　　　220.9万円

３人　　　　250.9万円

４人　　　　280.9万円

５人　　　　310.9万円

０人 352.5万円

１人　　　　382.5万円　

２人　　　　412.5万円

３人　　　　442.5万円

４人　　　　472.5万円

５人　　　　502.5万円

●国民年金の加入者
●国民年金に加入していないかた

●厚生年金・共済など　
の加入者

表１

表２

平成９年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が、表１
と表２の合計を下回っているかた。申請者１人(児童の父、母
子家庭の場合は母)の所得で比較してください。確定申告をし
ているかたは、平成９年分の申告書を参考にしてください。

扶養親族等の数 所得限度額 扶養親族等の数 所得限度額

所得限度額に加算される種類 所得限度額に加える金額

受
給
資
格

※限度額には、
社会保険料相
当額(定額８万
円)を加算して
あります

児童手当の月額

問い合わせ

受 付

用意する物

まだ児童手当を受けていないかたへ

便利ですよ！
市税や国民年金保険料は

口座振替で
口座振替ができる市税など
●固定資産税
●個人の市民税・県民税(普通徴収)
●国民健康保険税　
●国民年金保険料

加入手続きは簡単です
あなたの預金口座のある金融機関(郵
便局を除く)に、納税通知書や納入通知
書と、通帳にお使いの印鑑をお持ちに
なって手続きをしてください。

素敵だね
そんな秋田へまず納税
５月は「市税完納強調月間」で

す。納め忘れの市税は５月中に納
めるようご協力ください。

■６■

事 業 内 容 対 象 団 体 補 助 金 額

新しいスポーツ団体等の組
織化に対する助成

特色ある地区スポーツ活動
助成

スポーツ少年団活用モデル
事業助成

市中学校体育連盟活動助成

スポーツ指導員等研修事業
助成

ジュニアスポーツ教室の開
催および指導者養成補助

市を代表する連盟や協会を新たに組織しよ
うとするニュースポーツ団体

特色あるスポーツを普及、浸透させようと
する地区体育協会

単一種目を超え、さまざまな体験を取り入
れて活動しようとするスポーツ少年団

競技力向上をはかるため、1・2年生を対象
に、強化のための大会・教室等を開催する
市中学校体育連盟
指導者の資質向上を目的に、文部省などが
主催する研修会等に参加しようとする市体
育指導委員連絡協議会
選手の底辺拡大や指導者の資質向上をはか
るため、スポーツ教室や講習会等を開催す
る競技団体

事業費の2分の1以内とし、
20万円を限度とします
（3年間を限度）
事業費の2分の1以内とし、
5万円を限度とします
（3年間を限度）
事業費の2分の1以内とし、
5万円を限度とします
（3年間を限度）

事業費の2分の1以内とし、
20万円を限度とします

事業費の2分の1以内とし、
10万円を限度とします

事業費の2分の1以内とし、
50万円を限度とします


